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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第４区分
【発行日】平成25年12月26日(2013.12.26)

【公開番号】特開2013-232274(P2013-232274A)
【公開日】平成25年11月14日(2013.11.14)
【年通号数】公開・登録公報2013-062
【出願番号】特願2013-95602(P2013-95602)
【国際特許分類】
   Ｇ１１Ｂ   5/39     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  43/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ１１Ｂ   5/39    　　　　
   Ｈ０１Ｌ  43/08    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成25年11月12日(2013.11.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のクロストラック幅を有する第１の部分を伴うシード層構造と、
　前記シード層構造上に堆積され、第２のクロストラック幅を有する自由層とを備え、
　前記第１のクロストラック幅は、前記第２のクロストラック幅よりも大きい、スタック
。
【請求項２】
　前記シード層構造の高さは、前記第１のクロストラック幅よりも大きい、請求項１に記
載のスタック。
【請求項３】
　前記自由層は２つの永久磁石の間に配置され、
　前記第１のクロストラック幅は、前記２つの永久磁石のクロストラック幅と前記第２の
クロストラック幅とを結合したものと実質的に等しい、請求項１に記載のスタック。
【請求項４】
　その間に前記自由層を有する２つの永久磁石をさらに備え、
　前記シード層構造は、反強磁性（ＡＦＭ）層を含み、
　前記ＡＦＭ層と前記自由層とは重なり合わない、請求項１に記載のスタック。
【請求項５】
　前記シード層構造の前記第１の部分は、合成反強磁性（ＳＡＦ）層である、請求項１に
記載のスタック。
【請求項６】
　前記シード層構造は、テーパ状のクロストラック幅を有する反強磁性（ＡＦＭ）層をさ
らに備える、請求項１に記載のスタック。
【請求項７】
　前記シード層構造は、台形状を有する反強磁性（ＡＦＭ）層をさらに備える、請求項１
に記載のスタック。
【請求項８】
　スタックであって、
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　２つのシールドと、
　前記スタックの非対称性を４％以下に低減するように、前記２つのシールド間のシール
ド－シールド間隔を低減するための手段とを備える、スタック。
【請求項９】
　前記シールド－シールド間隔を低減するための手段は、
　第１のクロストラック幅を有する第１の部分を伴うシード層構造と、
　前記シード層構造上に堆積され、第２のクロストラック幅を有する自由層とをさらに備
え、
　前記第１のクロストラック幅は、前記第２のクロストラック幅よりも大きい、請求項８
に記載のスタック。
【請求項１０】
　スタックであって、
　第１の永久磁石と第２の永久磁石との間の自由層と、
　反強磁性（ＡＦＭ）層構造とを備え、
　前記ＡＦＭ層構造の少なくとも一部のクロストラック幅は、前記自由層のクロストラッ
ク幅よりも大きく、
　前記スタックは、
　前記自由層および前記永久磁石の組み合わせと前記ＡＦＭ層構造との間に配置されたト
ンネリングバリヤ層をさらに備える、スタック。
【請求項１１】
　前記ＡＦＭ層構造は、
　前記トンネリングバリヤ層に隣接する合成反強磁性（ＳＡＦ）層と、
　ＡＦＭ材料を含むシード層とをさらに備える、請求項１０に記載のスタック。
【請求項１２】
　前記ＳＡＦ層の少なくとも一部は、シールド層に隣接する、請求項１１に記載のスタッ
ク。
【請求項１３】
　前記シールド層に隣接する前記ＳＡＦ層の一部のクロストラック幅は、前記自由層のク
ロストラック幅と実質的に等しい、請求項１２に記載のスタック。
【請求項１４】
　前記ＡＦＭ層構造の高さは、前記ＡＦＭ層構造のクロストラック幅よりも大きい、請求
項１０に記載のスタック。
【請求項１５】
　前記ＡＦＭ層構造の高さは、前記自由層のクロストラック幅よりも大きい、請求項１０
に記載のスタック。
【請求項１６】
　自由層と、
　合成反強磁性（ＳＡＦ）層と、
　反強磁性（ＡＦＭ）層構造とを備え、
　前記ＡＦＭ層構造の少なくとも一部のクロストラック幅は、前記自由層のクロストラッ
ク幅よりも大きい、装置。
【請求項１７】
　前記ＡＦＭ層構造は、シールド層上に、クロストラック方向に沿って、前記ＡＦＭ層構
造の部分間に配置された前記シールド層の少なくとも一部とともに配置される、請求項１
６に記載の装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００２８】
　ノイズを低減することによってＳＮＲを改善するために、磁気抵抗センサ２０２の一実
行例においては、シード／ＡＦＭ層２１０およびＳＡＦ層２１２のクロストラック幅は、
自由層２１６のクロストラック幅よりも大きくされる。具体的には、ＳＡＦ／ＡＦＭ構造
の増加された幅は、磁気抵抗センサ２０２の安定性を改善し、それによって低減されたノ
イズをもたらす。代替的な実行例においては、ＡＦＭ層２１０およびＳＡＦ層２１２を含
むシード層構造のクロストラック幅は、自由層２１６のクロストラック幅よりも大きい。
図２に示される磁気抵抗センサ２０２について、ＳＡＦ層２１２のクロストラック幅は、
自由層２１６および永久磁石２２０のクロストラック幅を結合したものと実質的に同じで
ある。代替的な実行例においては、より広いＳＡＦ／ＡＦＭ構造を有することに加えて、
ＦＬが配置されるＡＦＭ領域も除去され、あるいは格付けされ、それによって低減された
ＳＳＳがもたらされる。したがって、広いＳＡＦ／ＡＦＭ構造とＦＬが配置されるＡＦＭ
の除去された部分との結合構造は、低減されたＳＳＳとともに、改善された安定性および
低減されたノイズをもたらす。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　図４は、マスキング動作４００を示し、自由層４２２上にマスク４３０が設けられる。
部分的に形成された磁気抵抗センサ４０２は、シード層４１０と、ＳＡＦ層４１２と、バ
リヤ層４１４と、自由層４２２とを含む。図４に示されるように、自由層４２２の制限さ
れた中央部分にマスク４３０が堆積される。一実行例においては、マスキング層４３０の
幅は、磁気抵抗センサの読出し幅を規定する。代替的な一実行例においては、マスク４３
０は、画像転写層、およびその画像転写層上に堆積されたフォトレジスト層（図示せず）
を含む。画像転写層は、可溶性ポリマー、あるいはいくつかの他の類似の適当な材料であ
り得る。限定されないが、１つ以上の硬質マスク層、底部の反射防止用コーティング、お
よび／または剥離層のような他のマスキング層が、マスク４３０に設けられてもよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　図１０は、磁気抵抗センサ１００２を含む例示的な読出ヘッド１０００を示す代替的な
概略ブロック図を示す。さらに、下部シールド１００４および上部シールド１００６が追
加されて、読出ヘッド１０００が製造される。磁気抵抗センサ１００２は、シード／ＡＦ
Ｍ層１０１０を含み、シード／ＡＦＭ層１０１０は自由層１０１６に近い側がより広くな
った台形形状を有する。具体的には、シード／ＡＦＭ層１０１０は、シード／ＡＦＭ層１
０１０の少なくとも位置が自由層１０１６のクロストラック幅と実質的に同じクロストラ
ック幅を有するように格付けされる。
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